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１．調査概要 

１．１ 調査目的 
 

近年、環境保護意識の高まりとともに、身近な自然環境である河川において、従来、行

政・管理者が担ってきた河川水質の保全、河川利用に関する提案、河川の維持管理に関し

て、地域住民が積極的に参加する事例が出始めてきている。 

このような活動は、今後益々増加していくと考えられ、また今後の河川管理においても

非常に重要になってくると考えられる。 

本調査は、北欧での川づくり、流域環境づくりへの住民参加について取り組み事例等

の調査を行い、今後の河川管理における地域住民と河川とのより良い係わり方を考えて

いく上での重要な資料を得る事を目的として実施した。 

 
１．２ 調査内容（概要） 
 今回の視察では、ノルウェー、フィンランド、スウェーデンの三カ国において調査を行

った。主な視察先は以下のとおりである。 

 
（１）ノルウェー 

・オスロアカーシュス知事オフィス（Fylkesmannen I Oslo og Akershus） 

・Akerselva 川 

・Ostensjo-vannet 湖 

（２）フィンランド 

・サイマー湖（Saimaa Lake） 

・地域環境センター（Rigional Environment Centre） 

・自然教育センター（Nature House Villa Elfvik） 

（３）スウェーデン 

・フォレストミューレ財団（Skogsmullestiftelsen） 

・エコミュージアム（EKOMUSEUM KRISTIANSTAD VATTENRIKE） 

 
 
１．３ 調査メンバー 

財団法人 河川環境管理財団 
  中野 喜央（河川環境総合研究所 研究第二部 研究員） 
  細見 耕一（河川環境総合研究所 研究第一部 研究員） 
  下山 秀男（河川環境総合研究所 研究第四部 研究員） 
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１．４ 調査日程 
 本調査は、2002 年（平成 14 年）9 月 18 日～30 日に行った。調査日程は表-1.1 に示す。 

 
表-1.1 調査日程及び調査事項 

 

月 日 曜 発着地／滞在地名 発  着
現地時刻

調査事項等 

 9月18日 
（水） 

成 田 発 
コペンハーゲン着 
コペンハーゲン発 
オ ス ロ 着 

 

11：55 
16：25 
18：25 
19：30 

空路、コペンハーゲン経由オスロへ 
 
 
 

（オスロ泊）
 9月19日 
（木） 

オ ス ロ 滞 在  
 

 オスロ・アカーシュス知事オフィス  
・Akerselva川 
・Bogerudmyra 

（オスロ泊）
 9月20日 
（金） 

オ ス ロ 発 
ヘ ル シ ン キ 着 
ヘ ル シ ン キ 発 
サヴォンリンナ着 

 

14：15 
16：45 
17：25 
18：20 

空路、ヘルシンキ経由サヴォンリンナへ 
 
 
 

（サヴォンリンナ泊）
 9月21日 
（土） 

サヴォンリンナ滞在 
 
 

 サイマー湖調査 
 

（サヴォンリンナ泊）
 9月22日 
（日） 

サヴォンリンナ発 
パ リ ッ カ ラ 着 
パ リ ッ カ ラ 発 
ヘ ル シ ン キ 着 

09：25 
10：17 
10：31 
14：26 

陸路、ヘルシンキへ 
 
 
 

（ヘルシンキ泊）
 9月23日 
（月） 

ヘ ル シ ン キ 滞 在   ウーシマ県地域環境センター  
 エスポー市自然教育センター  

（ヘルシンキ泊）
 9月24日 
（火） 

ヘ ル シ ン キ 発 
ストックホルム着 

16：20 
16：20 

空路、ストックホルムへ 
 

（ストックホルム泊）
 9月25日 
（水） 

ストックホルム滞在  
 

 ストックホルム南西部下水処理社  
 フォレスト・ミューレ財団  

（ストックホルム泊）
 9月26日 
（木） 

ストックホルム滞在  
 

 
（ストックホルム泊）

 9月27日 
（金） 

ストックホルム発 
ク リ ス チ ャ ン ス タ ー ド 着 

09：25 
10：35 

空路、クリスチャンスタードへ 
 エコミュージアム  

（クリスチャンスタード泊）
 9月28日 
（土） 

ク リ ス チ ャ ン ス タ ー ド 発 
コペンハーゲン着 

10：18 
12：19 

陸路、コペンハーゲンへ 
 

（コペンハーゲン泊）
 9月29日 
（日） 

コペンハーゲン発 15：40 空路、帰国の途へ 
（機中泊）

 9月30日 
（月） 

成 田 着 09：30 帰国、解散 
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図-1.1 調査経路 

サヴォンリンナ 

savonlinna 

kristianstad  
クリスチャンスタッド 
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２．ノルウェー 

２．１ 国勢 

 
国名： ノルウェー王国（Kingdom of Norway） 

首都：オスロ（Oslo）人口約 48 万人 

面積： 38 万 6,641km2（スピッツベルゲンなどを含む。日本とほぼ同じ） 

人口：約 450 万人 

民族：ノルウェー人 87％，スウェーデン人，フィンランド人，サーミ人 

言語：ノルウェー語（公用語） 

宗教：福音ルター派（国教）86％，プロテスタント，カトリック 

国民総生産（GNP）： 1,464 億 3,000 万 1,152 米ドル（1999 年） 

1 人当り GNP 3 万 2,880 米ドル（1999 年） 

通貨単位：ノルウェー・クローネ，Norwegian Krone (NOK) 

為替レート：1 米ドル = 8.7643 ノルウェー・クローネ（2001/01/04） 

 

写真-2.1 オスロ市内 
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地形： 

スカンジナビア半島の西半分を占め、国土の 3 分の 1 が北極圏に属している。国土の

90％が標高 1,000～2,000ｍの山地で、山岳氷河が発達し、海岸線には氷食による大規模な

フィヨルドが形成されている。海外領土として、スバールバル諸島、ヤン・マイエン島、

ブーベ島などがある。 

気候： 

高緯度であるが北大西洋を北上するメキシコ湾流の影響で、沿岸部は比較的温和なた

め港は冬でも凍結しない。しかし国土が南北に長いこともあり、北部と南部そして東部

の内陸部と西部の海岸地方ではかなり気候が異なる。西部では冬でも気温が零度以下に

なることは希だが、北部フィンマルク地方の内陸部は冷帯湿潤気候で冬季は寒さが厳し

く－50℃になることもあり、乾燥している。降水量は多く年 2,000mm に達するところも

ある。 

表-2.1 ノルウェー（オスロ）の気候 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

最高気温℃ -2 -2 2 6 11 17 20 17 11 8 2 0 

最低気温℃ -14 -15 -7 -1 7 12 13 12 7 1 -5 -11

降水量 mm 58 47 40 49 62 74 93 98 92 93 92 68 

産業：  

古くから“海の民族”といわれ漁業と海運業が盛ん。沖合いには世界 4 大漁場の 1 つ

があり、ニシン、タラ漁がおこなわれている。工業では豊富な水力を利用してアルミニ

ウム、パルプが生産され、造船、機械産業も発達している。1970 年代からは北海油田が

開発され、石油輸出国である。農業には適さず食糧は輸入している。 

 
写真-2.2 オスロ港 
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２．２ 調査内容 

（１）オスロ・アカーシュス知事オフィス 

１）知事オフィスの概要 

ノルウェーの地方団体には市町村（Kommuner：439 団体）と県（Fylkeskommuner：

18 団体）の 2 種類があり、初等教育、初期の保健衛生、社会福祉、上下水道、ごみ収

集等については市町村が、中等教育、病院、公共交通、県開発計画等については県が

担当している。 

オスロの人口は約 50 万人、横のアカーシュスを含めた人口は 100 万人であり、ノル

ウェーでも人口密度の多い県である。 

オスロ・アカーシュス知事オフィスはオスロとアカーシュス両地区を管轄する県の

事務所であり、土壌汚染、廃棄物とリサイクリング、水産資源保護、自然保護、水質

管理（水力発電所による河川の汚染のモニタリング・環境影響評価、知事は淡水魚保

護法により水流の変更ができる）の分野の中で、広域の環境問題について所管として

いる。 

 

写真-2.3 知事オフィス 

写真-2.4 知事オフィスの方々と 
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図-2.1 知事オフィス管内図 

 
２）ノルウェーの水行政 

ノルウェーでは電力のほとんどを水力発電に頼っている事もあり水行政は、環境省

（Ministry of the Environment）、エネルギー省（Ministry of Petroleum and Energi）の二つ

の省が管轄している。 

環境省は、ノルウェー全体の環境を管轄しており、自然保護に関する部門、公害に

関する部門、環境に関連した地図を作成する部門、ノルウェーの極地研究所、環境と

文化に関する部門、の 5 つの専門部門で構成される。県の環境部門は、自然保護、公

害部門の下に位置している。（図-2.2） 
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MILJOVERN-
DEPARTEMENTET

(環境省)

ＤＩＲＥＫＴＯＲＡＴＥＴ
ＦＯＲ　ＮＡＴＵＲ-
ＦＯＲＶＡＬＴＮＩＮＧ

（ＤＮ）
（環境保護）

ＳＴＡＴＥＮＳ
ＦＯＲＵＲＥＮＳＮＩＮＧＳ－

ＴＩＬＳＹＮ
（ＳＦＴ）
（公害）

ＳＴＡＴＥＮＳ
ＫＡＲＴＶＥＲＫ

（ＳＫ）
(環境地図)

ＦＹＬＫＥＳＭＡＮＮＥＮ
ＭＩＬＪＯＶＥＲＮＡＤＥＬＩＮＧＥＮ

（県環境部局）

ＮＯＲＳＫ
ＰＯＬＡＲ－
ＩＮＳＴＩＴＵＴＴ

（ＮＰ）
(極地研究所)

ＲＩＫＳ－
ＡＮＴＩＫＶＡＲＥＮ

（ＲＡ）
（文化環境）

 
図-2.2 環境省組織図 

 
 
３）地方自治体と河川管理 

ノルウェーにおける県組織は同時に国の行政区画であるが、日本と違うのは県知事

が選挙によって選ばれるのではなく、国から任命される行政執行者であるという点で

ある。県は国の方針・政策を実行するための機関という位置づけである｡ 

また、議会は立法機関だけでなく執行機関でもある。議会は、委員会制を採用して

おり、執行機関として常任委員会が設置され、これらの委員会を統括するものとして

理事会がある｡理事会には多くの権限が与えられており、場合によっては議会に代わっ

て様々な決定を行う事もある。水環境に関係する理事会として以下の二つがあげられ

る。 

 

①Directorate for Nature Management 

環境省管轄の理事会で、ノルウェーの地方の自然環境の管理に対する科学的な責

任を持った全国組織。トロントへイムに位置する。 

②Norwegian Water Resources and Energy Directorate（NVE） 

エネルギー省管轄の理事会であり、水およびエネルギー資源の管理に対する責任

を持つ。また、洪水防止及び水質事故防止における中心的な役割を持っており、電

力の安定供給に対しても全面的な責任がある。オスロに本部を置き、トロンヘイム

およびナルビク等に地方事務所がある。 

 

また、流域全体に関わる問題、例えば複数の地方自治体が係わってくる水質問題な

どに対しても、日本に比べノルウェーでは地方自治体は独立精神が強いことに加え、

各自治体が管轄している土地（流域）の問題については、各自治体で責任を持ったほ

うが結果的にはよい方向に向かうという考え方が主流であり、隣接した地方自治体と
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協力して流域全体で問題解決にあたるという事ではなく、コミューン、地方自治体独

自で行動することが多い。 

 

 

（２）Akerselva 川 

１）Akerselva 川の概要 

Akerselva 川はオスロ市の市街地を流れる河川で延長約 9km、河口までには 20 あまり

の滝（落差）が存在し、最上流から河口までの高低差はおよそ 150m 程度である。上流

にはオスロの人口の約 85%、40 万人の水瓶となっている Maridalsvannet 湖がある。 

Akerselva 川では古くから水力が利用されており、1200 年代の初めには、すでに川沿

いに水車が存在した。16 世紀に入ると川の水力を使った鉄工所が作られ、さらに 17 世

紀には、製材工場が丸木をいかだで遠方に輸送するために川が重要な交通手段として

使われ、川沿いは工場地域として発展していった。製材工場は 1960 年代まで残り、地

域の主要な産業だった。 

1800 年代に産業革命が始まってからは、急激な人口の増加とともに工場も増加し、

人々は次第に都市へ移動し始め、オスロ周辺の都市化が始まった。産業革命中も川か

らの水力が、産業にとって重要であった。しかし、その後、電力等のインフラ整備が

進むにつれ川沿いに工場を建てる必要がなくなった事、また国際競争が激しくなって

いった事から Akerselva 川に沿って発展していた古い工場の多くは次第に撤退していっ

た。 

現在、川はオスロの市民や産業にとって以前のように重要なものでなくなったが、

自然に親しむ場所として認識されている。 

 

写真-2.5 産業革命頃の Akerselva 川 
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図-2.2 Akerselva 川位置図
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２）ボランティアグループ OSLOELVEFORUM 

Akerselva 川は過去には緑豊かな川であったが、産業革命以降周辺の工業地帯化によ

って急速に水質汚染が進み、ノルウェーで最悪の川と言われた事もあった。 

インフラ整備が進み工場が川のそばにある必要がなくなり工場が撤退していった後

は、地方自治体とボランティア団体が水をきれいにしようと取り組んだ結果、現在で

は綺麗な川へと変わってきている。 

このような、現地で活動しているボランティアとして OSLOELVEFORUM がある。 

OSLOELVEFORUM はこの地方にある 10 本ほどの河川で清掃等の積極的な活動を行

っているボランティアグループであり、規模としては数百人。1 河川で大体 10 人程度

のグループ単位で活動している。 

 

 
図-2.3 OSLOELVEFORUM 活動河川 
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現地調査時はグループに所属している Mr. Tonsberg に説明していただいたが、彼は元

国営放送局職員だそうであり現在 77 歳、退職後はまったくのボランティアで活動を行

っている。現地調査を行った地域は、以前は工場地帯だったが工場が撤退した後は、

国営放送局、ホテル、レストランなどが立ち並び、2 万人が勤務している。 

  
写真-2.6 左手建物が国営放送     写真-2.7 視察地周辺 

 
この地区は工業区域であったため、以前の川は写真-2.8 のような暗渠の状態で非常に

悪い環境であったが、工場撤退以降、コミューンに対してグループが熱心に環境改善

の働きかけを行った結果、15 年ほど前から徐々に工事が進められ、現在は開渠に改善

されており、川に沿って遊歩道などの整備や、親水護岸なども整備されている（写真

-2.9）。 

     
写真-2.8 暗渠部          写真-2.9 親水護岸 

 
 
 
 
 
写真-2.10 視察風景 

（右端が Mr. Tonsberg） 
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グループはこの他、川の環境に関するパンフレット（写真-2.11）を作成し、小学校

等に配布もしている。このパンフレットは 3 年前に、国からの 100 万クローネ（約 1,700

万円）の補助を受け作成したものであるが、この時の補助がまだ 6 割程度が残ってお

り、利子（7～8％）をグループの活動資金に充てているとの事であった。 

同行したコミューンの担当者に、コミューンとしての経済的な援助について確認し

たところ、経済的に係わりは持っていないとの事であったが、前述のような事業につ

いてはコミューンとしても補助を出す事があるそうである。 

グループとしては民間企業にも基金の設置等を働きかけおり、現在のところ成果は

上がっていないが、これからも積極的に活動はしていく予定であるそうである。 

 

 

 
写真-2.11 ボランティアグループ OSLOELVEFORUM のパンフレット 
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（３）Ostensjo 湖 

１）Ostensjo 湖の概要 

Ostensjo 湖はオスロのダウンタウンから 5kｍの距離に位置し、住民は自動車、バス

などで簡単にアクセス可能である。広さは 1.8km2、周辺には約 120,000 人の住民が生活

している。 

石器時代から、人々は Ostensjo 湖周辺で耕作や魚取りをして生活しており、発掘さ

れた遺跡からも農業が 1,500 年間続いていることが証明されている。 

湖は年間を通じてのレクリエーションや、学習や研究の場として利用されており、

オスロの人々にとって貴重な地域になっているとともに、ノルウェー国内でも最も使

用されているレクリエーションのエリアである。 

 
写真-2.12 Ostensjo 湖 

 
 
２）Ostensjo 湖の自然環境 

湖は貴重な自然環境を有しており、渡り鳥の非常に重要な休憩地・営巣地であり、

200 以上の種が湖で確認され、うち 117 種は条約で保護されている。また 40～50 の種

は毎年営巣している。 

哺乳類はシカ、アナグマ、リス、ハリネズミ、キツネ、ミズハタネズミの 5 種及び

コウモリが規則的に見られ、植物は、3 種類のレッドリスト種を含む 442 あまりの種類

や、多くの貴重なキノコが植生する。さらに昆虫とクモで少なくとも 1,700 の種が確認
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されている。 

また湖では、Alnalium ludnsteri というカブトムシやそのほか 3 種類の昆虫が、世界で

最初に発見されている。 

これまでのところ、39 の新しい昆虫類がノルウェーで最初に確認されたほか、白い

翼を持った黒いアジサシも、Ostensjo 湖で最初に観察された。 

このように、非常に豊富な生物種が生息すると共に、貴重な生物も数多く生息して

いるため、湖は幼稚園から大学まですべてのレベルの研究者にとって貴重な研究・学

習場所となっている。 

 

  
 

 
写真-2.13 Ostensjo 湖の自然環境 

 
 

３）NPO  Ostensjovannets Venner（湖の友達） 

湖周辺は昔から農場が多く存在し、500 年近くにわたって農場からの排水がそのまま

湖に流れ込み、さらに近年では住宅地からの家庭排水もまた未処理のまま、湖に流れ

込んだ事から水質汚染が著しく進んだため、1980 年から 400 万クローネ（約 6 億円）

をかけて排水管の整備を進めてきており、現在は家庭排水は湖に入れていない。 
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現状では、なかなか水質は好転していないが、浚渫等の湖内対策は費用対効果の面

で問題があり、配水管整備以外の対策は行っていない。また、1992 年には保護条例が

制定され保護活動が進められている。 

湖には豊かな自然が残っているため、NPO 団体、個人、自治体、企業が、湖の貴重

な自然環境を保存するためにともに活動を行っている。 

視察時には NPO 団体 Ostensjovannets Venner「湖の友達」の代表および地元コミュー

ンの担当者に現地で説明していただいた。 

「湖の友達」は Ostensjo 湖を拠点として活動している NPO 団体であり、構成人数は

約 2,000 人、その中で積極的に活動を行うメンバーは 30 人程度で、残りは賛助会員で

あり企業も 20 社程度賛助している（会費は年間で 100 クローネ（約 14,000 円））。 
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写真-2.14 Ostensjo 湖 航空写真 
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活動は生態学、自然学の専門家とコンタクトを取って助言を受けながら活動を行っ

ており、活動内容は、水質・生物の調査及び調査結果の発表、専門家との会議運営、

学生へのレクチャー、会報（写真-2.15）の発行などである。 

イベント等で人手が必要になった場合には、電話か e-mail を送れば、メンバーが即

座に 100 人程度が集まってくるネットワークを持っている。また賛助会員が湖を散歩

していて異常を感じたときや、自然に関しての新しい情報を手に入れた時はすぐに情

報が集まってくるようになっている。 

周辺の学校に対しては、情報を流したり、学校の現地授業の際にレクチャーを行い、

結果をホームページ公開したりしている。また年に一回清掃日には 500 人の生徒が参

加しているという。 

彼らは、次の世代に今彼らが行っている生態系調査活動及び情報をきちんと引き継

いで行くということをメインテーマにして活動を行っている。 

湖周辺の住民とはよい関係を保っており、排水に対する指導など民地保有者もアド

バイスを聞き入れてくれるとの事。また、地方自治体、政治家等に情報を流すことで、

彼らと密接なコンタクトを取っている。 

 

 
写真-2.15 「湖の友」会報 
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４）Ostensjo 湖の湖岸回復事業 

Ostensjo 湖では写真-2.16 のような箇所が所々存在する。これは湖岸が雨などの影響

により浸食されたものであり、環境上の問題となっている。 

このため、2001 年からはコッコスネットと呼ばれる人工ネットを用いた湖岸回復事

業が実施されている。ネットは植物性繊維で作られており時間が経つと自然に分解さ

れる。 

施工箇所にはネットが張られており、人間や鳥が近づけないようになっている。 

この事業は、「湖の友」のアイデアから始まった事業で、彼らがイニシアチブをとっ

て事業を進めているが、予算は県などの自治体が負担している。 
 

  

写真-2.16 湖岸侵食箇所        写真-2.17 ココスネット 

  

写真-2.18 施工箇所          写真-2.19 施工箇所全景 

 
このような NPO 団体への支援・連携活動に対する考え方について、同行した県及び

コミューンの担当者に確認したところ、自治体としても NPO と共同で活動していくシ

ステムを作っていきたいと考えており、また日常の維持管理についても、ある程度の

協力してもらいたいという考えを持っているそうである。ただし自治体としては中々

そのような事も言い辛いとの事である。 
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また NPO にも同様の質問をしてみたが、彼らとしても自治体が手が回らないのであ

れば、水質調査や維持管理等についても代わりに行う能力は持っているとの答えであ

った。 

ノルウェーでは日本に比べ地方自治体の独立精神が強いと言われているが、NPO に

ついても同じことが言えるように思われる。 

Akerselva 川でも感じた事であるが、NPO は自治体に対して積極的に情報の発信や働

きかけは行うが極度な依存や干渉は行わない、自治体も NPO の活動は尊重するが、極

端に気を使ったりはしない、そのような関係が感じられた。 

 



3 章 フィンランド 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

21 

３．フィンランド 

３．１ 国勢 

  
国名：フィンランド共和国（Republic of Finland） 

首都：ヘルシンキ（Helsinki）人口約 52 万人 

面積：33 万 8,145km2（日本の 90％） 

人口：約 520 万人 

民族：フィン人 92％，スウェーデン人 7％，サーミ人 

言語：フィンランド語，スウェーデン語（以上公用語），サーミ語 

宗教：福音ルター派 89％，ギリシャ正教 1％ 

国民総生産（GNP）：1,228 億 7,400 万 3,456 米ドル（1999 年） 

1 人当り GNP 2 万 3,780 米ドル（1999 年） 

通貨単位：マルカ，Markka (FIM)，（ユーロ，Euro） 

為替レート：1 米ドル = 6.2838 マルカ（2001/01/04）、1 ユーロ＝117 円（2002/9/22） 

 
写真-3.1 ヘルシンキ市内 
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地形  

スカンジナビア半島の東端を占め、国土の 3 分の 1 は北極圏に属している。国土の 70％

が平均高度 150ｍの森林に覆われた丘陵地、また 10％が洪積世の氷食により作られた６

万を越える湖沼であることから“森と湖の国”とよばれる。 

 
写真-3.2 サイマー湖 

気候 

南部はメキシコ湾流の影響がおよび高緯度の割には温和である。北部は冷帯湿潤気候

で冬の寒さは厳しく、7 カ月間雪に覆われる。北極圏で夏には白夜となる。降水量は季節

による変動が少なく、ヘルシンキの年間降水量は 630mm 程度である。沿岸の結氷期間は

18～24 週間。 

表-3.1 フィンランド（ヘルシンキ）の気候 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

最高気温℃ 1 1 1 7 13 19 22 21 15 10 5 3 

最低気温℃ -16 -18 -10 -2 2 10 13 12 7 0 -6 -13

降水量 mm 44 34 31 41 33 42 72 75 69 67 68 56

 
産業  

国土の 70％を占める森林を背景とする、製材、製紙、パルプ、家具製造が主要産業。

農業は主食用の穀類やイモ類が栽培され、トナカイが放牧されているが自給はできない。

エネルギーは水力発電が盛んだが、石炭、石油は輸入に頼っている。工業では鉄鋼、化

学、電子、造船も重要である。 
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３．２ 調査内容 

（１）サイマー湖（Saimaa-Lake） 

１）サイマー湖の概要 

サイマー湖はフィンランドの南東に位置し、表面積 4,380 km2（琵琶湖の 6.5 倍）、容

量 540 億 m3（同 2 倍）、湖岸線延長 14,850 km（同 60 倍）のフィンランド最大の湖であ

る。 

湖は運河のように複雑に入り組んでおり、水は北から南へと穏やかに流れ、最終的

にはヨーロッパで最も大きな湖であるロシアの Ladoga 湖に流れ込む。 

湖は氷河時代の終わりごろに氷河の侵食によって形作られ、その後厚さ１km の氷に

よって全域を覆われたが、その後の気候の温暖化で氷床が解けたことにより徐々に現

在の形になった。 

サイマー湖は、現在の形に形成される過程で海と分離していき、多くの種の生物が

湖に隔離され、独自の発達を遂げていった。 

サイマー湖周辺に人々が移住し始めたのは氷河が溶けてすぐであり、それは獲物を

求めてやってきた猟師や漁師だった。13 世紀以後農業が起こってからは定住は一般的

となり、現在サイマー湖周辺には約 35 万人が暮らしているが、別荘地として人気は高

く、夏場には 4 万程度人口が増える。 

20 世紀始めに、道路や鉄道が発達するまでは、サイマー湖の舟運は唯一の交通手段

として発達してきたが、現在では観光船やレジャーボートでの利用が盛んな湖として

栄えている。 

サイマー湖の概要 

面 積  4,380 km2 

容 量  54×109 m3（540 億 m3） 

流 域 面 積  61,070 km2  

湖 岸総延長  14,850 km 

平均流入水量  596 m3/s 

最大流入水量  1,150 m3/s 

最小流入水量  56 m3/s 

標 高  76 m 

島 の 数  13,710 

 
 

２）ノルッパ（サイマーアザラシ） 

サイマー湖ではノルッパと呼ばれるアザラシが保護動物となっている。サイマー湖

が海から分離された時、何種類かの海生動物は独自の発達をとげていったが、ノルッ

パはそれらの中でも最もよく知られている種である。このアザラシはフィンランドで
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唯一全ての国民に保護責任があるほ乳類である。 

5,000 年前には 2,000～4,000 頭が生息していたと考えられ、20 世紀初頭にも約 700 頭

が、サイマー湖のほぼ全域に生息していたが、1950 年代に入ってからその数は徐々に

減少し始め、一時、絶滅の危機に瀕した。（図-3.1） 

減少の原因は、1960 年に入るとそれまでの綿製の網を使った漁からナイロン製の網

に代わった事により、網に絡まって溺れ死ぬ子アザラシが増えた事、周辺住民の活動

区域がアザラシの生息地域周辺にまで広がった事により彼らの静かな生息環境を脅か

した事、また水中の水銀汚染が進んだ事、などがある。 

しかし、過去 20 年間に行われてきた保護活動の結果、出生率は最近の 10 年間で増

加し、わずかではあるが個体数も増加しつつあり、現在ではフィンランドの自然保護

のマスコットとされている。 

現在、毎年約 40 頭の子供が生まれており、個体数の合計は約 200～230 頭であるが、

フィンランドでは 2025 年までに少なくとも 400 頭に増加させるという目標を持って保

護に取り組んでいる。 

 

 
写真-3.3 「ノルッパ」 
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図-3.1 「ノルッパ」生息域変化図 

 
３）サイマー湖周辺施設 

 湖の周辺には、地域の歴史、サイマー湖の自然環境等を紹介する博物館・インフォ

メーションセンター等が存在する。視察中に立ち寄った施設を下記に挙げる。 

 

① Lakeland Centre（Forest and Park Service） 
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Savonlinna 地域の歴史、サイマー湖の自然環境について紹介しているセンター。

付近の学生学習の場ともなっている。見学時も付近の小学生の団体が授業を行って

いた。 

  

  

写真-3.4 Lakeland Centre  

② Nestori 自然博物館 

主にサイマー湖について紹介している博物館、専任の学芸員が常駐し、観光客等

にサイマー湖の紹介を行っている。学芸員は、この地域で働くガイドが、○○○の

委託を受けているとの事である。 

  
写真-3.5 Nestori 自然博物館 
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（２）ウーシマ県 地域環境センター 

１）ウーシマ県と地域環境センターの概要 

（Lectured by UUSIMAA 県地域環境センター副所長 Mr. Rolf Nystrom） 

地域環境センターは、行政的には国の農業林業省の下に位置する組織で、特に地域

的な水環境や自然環境を所管している。 

フィンランドの降水量は年間 500～700mm であり、季節の変動は少ないが、一年の

うち 5 ヶ月は雪で覆われる。全土の 70％が平均高度 150ｍの森林に覆われた丘陵地で、

山が少ない。人口は約 500 万人。人口密度は 15 人／km2 であるが、ウーシマ県では人

口密度は 200 人／km2 と高く、フィンランドの人口の 4 分の１が住んでおり、その多く

が湖あるいは川の近くに居住している。 

 

写真-3.6 レクチャーをしていただいた地域環境センターの皆さんと 

 

２）フィンランドにおける水関係事業及び水管理の法律と行政 

（Lectured by シニアアドバイザー Mr. Mauri Karonen） 

国の環境省の下に、地域の環境に関する事項を司る行政として地域環境センター

（Regional Environment Centres）が置かれる。多くの事業については、同センターに許

可申請を行うが、特に環境影響度が高いと思われる事業に関しては、地域環境センタ

ーと並列して置かれる環境許可局（Environmental Permit Authorities）に許可申請を行う

こととなっている。地域環境センターは、国内に 13 あり、環境保護や監視、環境に関

する許可の発行等を担う。 
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図-3.2 フィンランドの環境行政 

 

さらに、フィンランドには約 450 の市町村があるが、その地方自治体ごとに、環境

問題についての管理の計画があり、上下水道など様々な部門が管理を行っている。 

その他、漁協組合、農家、NGO 等の間の民間所有地を含めた利用調整を、フィンラ

ンド全国にある水域保護協会が行っている。 

 

水に関わる法律はいろいろあるが、基本的なものは 1956 年に発効されたもので、さ

すがに古くなっており、最近見直しをしている。フィンランドが EU 加盟国になった事

もあり、EU で決められた Framework Directive や、バルト海の保護に関する Helcom※と

いう組織によりバルト海地域の国々が結んだ協定に従って間もなく法律改正がされる

予定である（2003 年発効予定）。その中では、主に自然・地域環境等に基づいてフィン

ランドの国土を 8 つの地域に区分しており、それぞれで水環境管理をすることになっ

ている。 

 

※Helcom：バルト海地域の国（EU 非加盟国含む）による、バルト海の保護を目的とし

た組織。バルト海の保護に関する各国間の協定が結ばれている。このプロジェクト

の第 1 回会議がヘルシンキで開催され、ヘルシンキ・コミッションと呼ばれたこと

で、これを縮めてヘルコムと呼んでいるようである。 

 

 

３）富栄養化を防止するために行われた対策 

（Lectured by シニアアドバイザー Ms. Eija Lehtonen） 

ウーシマ県地域環境センターの管理地域では特に人口密度も多いということで生活

雑排水による汚濁負荷が高く、また、農業も盛んに行われているため農地からの負荷

も高い（図-3.3）ため、富栄養化が問題となっている。 
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写真-3.7 2005 年に向けた負荷量削減目標 

リンの汚染源

19%

58%

1%

11%

1%
10%

住宅からの雑排水（下
水処理あり）

農業

林業

郊外住宅からの雑排
水（下水処理なし）

雨

自然

窒素の汚染源

33%

36%

1%

5%

4%

21%
住宅からの雑排水（下
水処理あり）

農業

林業

郊外住宅からの雑排
水（下水処理なし）

雨

自然

 

図-3.3 ウーシマ県における都市河川の汚染源 

 

都市地域においては下

水処理を行っているため、

リンについては 95％の削

減を図っており、汚染源割

合としては 19%に留まっ

ている。一方、窒素につい

ては、水温が低いため削減

率が低くなり、効率の良い

処理場でも 70％となって

いるため、33%とリンに較

べて高い。 

農地からの負荷がリン
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図-3.4 The Vantaa river 
Waterway & Project のパ
ンフレット 

で 58％、窒素で 36％と高いが、この削減のため、「環境に対して良い影響を出す」農

業従事者に対し補助金を出すプロジェクト“The Sustainable Agriculture in the River 

Vantaa Area Project”が進んでいる（詳細は後述）。 

フィンランドでは 2005 年を目標に、リン・窒素の負荷量を削減する努力をしており、

あと 3 年の間に目標を達成することが期待されている（写真-3.7）。 

 

 

４）地域・地方レベルにおける協力事業 

（イ）バンター川地域におけるサステイナブル農業について 

（Lectured by プロジェクトコーディネーター Ms. Irmeri Ahtela＊） 

＊イルメリー・アーテラさんは、地域環境センターに 20 年ほど勤務されており、“The 

Sustainable Agriculture in the River Vantaa Area Project”のコーディネータとして活躍 

 

ウーシマ県のバンター川地域は、面積が 1,680 

m2 であるが、約 1,300 の農家があり、主に麦類が

栽培されている。 

そのバンター川流域において、農地からの汚濁

負荷削減を目的として、1998～2001 年に“The 

Sustainable Agriculture in the River Vantaa Area 

Project”を実施した。このプロジェクトへの参加

は自由で、参加した農家は、自家の実態を把握・

評価して、環境により良い影響を出すための改善

点を追求している。 

例えば、同プロジェクトでは、農家に対し、耕

作地を川や水路から 3m 離して耕すことを進めて

いる。耕作地と川や水路の間の 3m の箇所には芝

生などを植えることを義務付け、降雨などによる

表面流出を抑えるものである。3m 離すことによ

り耕作面積が減少するが、それによる収益減分や

建設費に対してはプロジェクトより補助金がお

りる仕組みになっている。エージェント

Employment and Economic Development center for 

Uusimaa の仲介で、5 年から 10 年の契約を農家と

行政とで行い、補助金額は 700ユーロ／hr／年（約

82,000 円）である（エージェントはこれにより儲

けるものではないそうだ）。 
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プロジェクトの源資は、EU 環境基金（European Union environmental fund）“Life”

から 50 万ユーロが拠出された他、国や地域自治体からも出されている。 

川・水関係行政、農業関係、農業組合、研究者ら協働で行われ、より良い環境創

造のためのコンサルティングもプロジェクトの中で実施された。例えば、各農家に

対して、少ない量で最大効果を上げる施肥量・方法をコンピュータでシミュレーシ

ョンするなどである。 

プロジェクトは約 3 年半をかけ、2001 年の終わりに終了した。狙った効果の他、

多くの部署が関係するプロジェクトであったため、行政の縦割り体質が解消されて

きたとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5 Sustainable Agriculture in the River Vantaa Area のパンフレット 

 

（ロ）“Living Water”環境教育プロジェクトについて 

（Lectured by プロジェクトセキュレタリー Ms. Paivi Vaaranen） 

フィンランドにおける水環境教育は、大きくは次の 3 段階で構成される。即ち、

①一般的な事項を学校教育において繰り返し教え、次に②人間がどのような形で水

を使い、その行為が環境にどのような影響を与えるのかを学び、最後に③自然の多

様性を含め、自分が住む地域・周辺の環境に関する知識や情報を高める、というも

のである。地域によって主に取り上げる内容は異なり、地下水であったり、河川・
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湖沼であったり、海岸地域であればバルト海・フィンランド湾であったりするが、

何れにせよ、子ども達の自然・環境についての理解を深め、彼らが大人になったと

きに、その理解を踏まえた責任ある社会活動を行ってもらいたいとのことである。 

地域環境センターは、ワークショップ形式で主に学校教員に対する支援を行って

いる。テーマごとに専門家を交えたワークショップを開催し、自然教育・環境教育

を学校教育現場においてどのようにして行うかについて話し合われる。テーマは多

様であり、GIS のようなパイオニア的なテーマを扱うこともある。フィールドワーク

も年２回（春と秋）に開催しており、学校教員と生徒と専門家が一緒になって行う。 

地域環境センターはその全体コーディネーションを行っており、“Living Water”

environmental education project として、その予算から専門家への交通費・謝金等を支

払う。同プロジェクトは 3 年間のプロジェクトとして実施され（半年前に始まった

ばかり）、農業林業省や地域の自治体から約 8 万ユーロ（約 1,000 万円）拠出されて

いる。地域内の 280 の中学校・高校に呼びかけ、現在参加している学校は 34 校であ

る（環境教育プロジェクトは地域環境センターが実施する Living Water 以外にも“カ

リヤ川”プロジェクトやユネスコの関連する“バルト海プロジェクト”等他にもあ

るので、Living Water に参加しない学校は他のプロジェクトに関わっている可能性が

あるが、把握していないとのことである）。プロジェクトの成果は、インターネット

を通して公表され、その経験を他の学校が参考にすることができる。 

 

 

（２）エスポー市 自然教育センター 

１）自然教育センターの概要 

自然教育センターの建物はビル・アベリティといわれており、1800 年代の終わり頃、

ロシアの支配下にあったとき、ロシア人貴族が自分のために建てた住宅である。1980

年まで代々その貴族が住んでいたが、その後、エスポー市が所有するようになり、現

在のような自然学校という形で利用することとなった。ここはエスポー市内の小学校

や託児所・保育所であれば、一日とか時間を決めて施設を無料（市外の場合は有料）

で借りることができるようになっている。これと同様の施設が、ヘルシンキではハラ

ッカにウミークという自然学校がある。週末には、一般に対する自然教育プログラム

を実施している。年間 3,000～3,500 人が利用する。 

施設周辺はラーヤラハティと呼ばれる自然保護地域となっており、フィールドワー

クの格好の場所となっている。 

開館時間は、夏期は、月－金が 9 時－16 時。週末は 10－16 時。冬期は月－金が 9－

15 時、土曜日は休館で、日曜日が 11－16 時。夜の動物の研究などのようなフィールド

での学習テーマがあるときにはその時間も開館する。 

スタッフは、事務 1 人、ガイド 1 人、先生（教師。主に生物学）2 人。その他、臨時
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スタッフがいる。 

宿泊施設はないが、屋外フィールドにキャンプすることは許される。 

図-3.8 自然教育センターの周辺は湿地帯 

 

図-3.9 木道が整備されている       図-3.10 自然教育センターの建物 

図-3.11 フィールドの各所に設置された説明看板 

 

２）自然教育センターの活動内容 

施設には子どもだけでなく学校教員を主対象とした自然環境教育が行われ、一般の

人も受講することができる。市内の関係者であれば無料であるが、外部講師を招いた

ときには有料となる。 

様々なテーマのプログラムがあるが、例えば、屋外には自然体験コースがあり、自

然に倒れた木をわざとそのままに残し、それがどのくらいの時間でどのように変化し

ていくかということを観察したり、コース中にバードウォッチングのための見晴台が

整備されている。周辺は自然保護地域であり、夏には牛と羊が放牧されている。プロ

グラムはそのようなフィールドの中で生徒の年代に応じた興味を引くものが用意され
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る。自然のものやリサイクル素材で人形を作ったり、古新聞を壁紙にしたりしている。 

エスポー市の学校では、一般クラスの年間カリキュラムの中に自然教育が含まれて

いているが、テーマは学校によって異なる。学校で何かをテーマとして勉強する中の

ひとつとして、こちらで実際にフィールドで学ぶという形が多い。例えば、リサイク

ル管理をしている学校で、リサイクル管理について学校で学び、それについて実際に

それを理解するためにここで学ぶことをしている。先生の中には、2 年生の生徒と一緒

に土を掘ってその中にいろいろな物、例えばオレンジの皮とか缶とかを埋めて、4 年後

にそれがどう変わっているか、といった自然教育をやっていることもある。これにつ

いては 4 年後に同じ子供達が掘り起こすことまで行って、ここでの教育の効果はあっ

たそうである。 

 
図-3.12 新聞紙の壁紙とリサイクル材料で作成した人形 

プログラムに参加した子どもたちが作った 

 

図-3.13 集合写真 
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４．スウェーデン 

４．１ 国勢 

 
国名：スウェーデン王国（Kingdom of Sweden） 

首都：ストックホルム（Stockholm）人口約 70 万人 

面積：44 万 9,964km2（日本の 1.2 倍） 

人口：約 890 万人 

民族：北方ゲルマン系スウェーデン人 98％，フィン人，サーミ人 

言語：スウェーデン語（公用語），サーミ語，フィンランド語 

宗教：ルター派 87％，カトリック，正教会，バプティスト，イスラム教，ユダヤ教，仏教 

国民総生産（GNP）：2,217 億 6,399 万 3,600 米ドル（1999 年） 

1 人当り GNP 2 万 5,040 米ドル（1999 年） 

通貨単位：スウェーデン・クローナ，Swedish Krona (SEK) 

為替レート：1 米ドル = 9.4377 スウェーデン・クローナ（2001/01/04）、 

1 スウェーデン・クローナ = 13.5 円（2002/9/26） 
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地形  

スカンジナビア半島の東側を占める国。国土の 7 分の 1 は北極圏。ノルウェーとの国

境地帯は山岳地帯で東のバルト海に向かってなだらかに傾斜している。バルト楯状地の

氷食地形で、豊かな森林に覆われ、その中に 9 万以上の湖沼が存在する。南部の平野に

は氷河湖やモレーン（氷河に運ばれた堆積物）が多い。 

 

気候 

南部はメキシコ湾流の影響で緯度のわりには比較的温和だが、北部は大陸性の寒冷な

冷帯湿潤気候で冬季期間は 7 カ月にもおよぶ。降水量は季節による変動は少なく平均し

ている。北極圏では白夜が見られる。 

表-4.1 スウェーデン（ストックホルム）の気候 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

最高気温℃ 2 2 4 7 13 18 21 20 14 11 5 4 

最低気温℃ -13 -14 -11 -1 3 10 13 11 7 -2 -5 -10

降水量mm 39 26 23 31 30 47 71 72 50 52 51 45

 

 

産業 

先進工業国で、鉄鋼、機械、自動車、造船、製紙などが盛んで高品質の製品が作り出

されている。これらを支える資源としては、鉄鉱石、木材、水力などがある。貿易依存

度が高いため海運業が発達している。南部の平野では、小麦、ジャガイモ、テンサイの

栽培と酪農がおこなわれているが自給はできない。中部以北は林業が盛ん。 

 
 
４．２ 調査内容 

（１）ストックホルム南西部下水処理社（略称：SYVAB） 

（Southwestern Stockholm Region 

Water and Sewage Works Inc.） 

（Lectured by 同社主任 Mr. Jan Bosander） 

１）施設について 

訪問したストックホルム南西部下

水処理社は、首都ストックホルムの南

西約 100km にあるバルト海に面した

Himmerfjardsverket にある。ここでは

ストックホルムの南西部の住民約 25

万人の下水をはじめ、約 180 万人の住
写真-4.2 ストックホルム南西部下水処理社 
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民の下水が約 11 万 m3／日の能力で処理される。 

スタッフは 40 人、常時 2 人の職員がいる。 

 

 

写真-4.4 ストックホルム南西部下水処理社の全景 

 

２）下水処理方法について 

下水は、天然の花崗岩を刳り貫いた下水道（直径 4～6ｍ、断面積 4～12m2）により 8

～10 時間かけてこの処理場に運ばれる。この下水溝は、ストックホルムの南から徐々

に約 1m／km（0.1％）の勾配がつけられており、この処理場までの間にポンプは一台

も使わなくてすむ設計になっている。そのため、処理場の直下が下水道の最も深い場

所で、地下 52ｍある。 

 

写真-4.2 ストックホルム南西部下水処理社の下水処理施設   写真-4.3 右から 2 番目が Bosander 氏
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下水処理の方法については、

日本と同様、沈殿後、生物分解

を行う方式である。 

処理場の地下に流れてきた下

水はポンプで地上まで汲み上げ

て最初の沈殿槽に送水される。

ここで FeSO4 を添加し、下水中

に浮遊している大きな物質を沈

殿させる（プライマリー沈殿）。

そこで処理された下水は生物処

理槽に送られ、曝気されて BOD

を分解し、アンモニアが出て行

く処理工程となる。そのあと 2

回沈殿するようになっているが、

これは 1970 年代にアルミニウ

ムの処理水が流入していた頃の

沈殿過程の名残である。 

1990 年代に国の法規が厳しくなり、窒素除去の処理工程が付け加わっている。合衆

国やシンガポールでは脱窒はされているが、ヨーロッパではスウェーデン以外の国で

は脱窒はされていない。この処理場では原水に含まれる窒素分の 90％を除去（原水

30mg/L→処理水 3mg/L）している。脱窒はコンパクトな砂ろ過装置でメタノールを下

水に添加して行っている。 

 

最初の沈殿槽から出たスラッジは脱水して肥料にするか、発酵させてバイオガスを

作っている。バイオガスは処理場の暖房に使われている。肥料はゴルフ場の芝の肥料

として使用している。肥料は 60 トン／日（乾燥前重量）生産されるが、現状として供

給過剰であり、処理に苦慮しているのが現状である。 

図-4.1 下水道の配管図 
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図-4.2 下水処理工程 

 

スウェーデンではバルト海の色が緑色であり、水泳をするときに気持ちが悪く、ま

た動物が水を飲むと死んだりおなかをこわすことがある。このような状況を抑制する

ためにバルト海において栄養塩のアクティブコントロールを行っており、この処理場

では、春になって暖かくなると、窒素濃度の高い下水処理水を海域に放流する。これ

は、夏季に海水中の窒素を増やすことで珪藻類などを増殖させ、毒性のある藍藻類が

繁殖しないようにするためである。スウェーデンではここの処理場だけで実施されて

いる。これについては、ストックホルム大学の ULF LARSSON 教授が詳しいようであ

る。（ www.ecology.su.se/dbhfj ） 

バルト海における水質調査は、ストックホルム大学の研究所が実験をかねて、海域

に 8 ヵ所の調査地点をおき、2 週間に 1 回の頻度で実施している。この調査は、1972

年から 30 年も続いているものである。 
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ヒアリングの後、処理場の各所を見学させていただいた。バルト海に面した、地理

的にはかなり辺鄙な場所にあるため、処理場は広く、周辺の環境は静かであった。ま

た、地下の下水の集積所では、下水とともに流されてきた多様な物質（入れ歯、玩具、

生理用品、etc）がショーケースに陳列され、下水処理場が人間の生活に密着している

という事実が興味深く感じられた。 

 

 
写真-4.5 地下施設の様子 

 

 
写真-4.6 下水とともに流れてきたものがショーケースに陳列されている 
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（２）フォレスト・ムッレ（Forest Mulle）財団 

（野外生活推進協会リディンギョ支部（Friluftsframjandet Lindingo）） 

（Lectured by Mr. Magnus Linde, Mrs. Siw Linde） 

１）組織について 

野外生活推進協会は 1892 年に

野外生活を促進する目的で設立さ

れ、110 年の歴史を持つ。同協会

が 1956 年に開発した自然体験教

育プログラムに“ムッレ教室”が

ある。Forest Mulle 財団（スウェー

デン語で  "Skogsmulle"）は 1987

年に子どもの自然愛護意識の向上

を図ることを目的に設立されたも

のであるが、活動の主なところは

フィールドにおける自然体験教育

活動にあり、その一つが今回訪れた野外生活推進協会のリディンギョ支部であるよう

である。 

 

２）ムッレ教室の概要 

“ムッレ教室”とは、5 歳から 7 歳児を対象として野外活動（フリールック）を推進

する学校である。日本をはじめとして、世界的に、ボーイスカウトやガールスカウト

があるが、活動内容に類似性はあるものの、スカウトの場合には屋内活動もやってい

るのに対し、ムッレは完全に屋外活動だけを行っている。 

この活動は、子供たちが環境に対して自覚することを意図した啓発教育である。こ

の学校では、特に野外でいろいろな経験をすることを目的としており、5～6 才対象の

ムッレ教室の他、幼児、小学校、青少年、成人のクラスがある。このため、子供達が

小さい頃から自然といろいろ接していくことが非常に重要であるという考えの下、子

供達が自然に親しみ自然を大切にする心を育てるため、一年中自然の中で遊びながら

楽しく学んでいくようにしている。 

リーダーになる人は「リーダー養成コース」を志望する。その内容は 3 時間を 3 日、

合計 9 時間の講義と、土日のフィールド研修、自分の専門分野となっている。講義で

は教育学的にいかに子供たちを自然に連れ出すか、どういう風に学ばせるかと言うこ

とを学ぶ。それぞれ科目によってリーダーに教える専門の先生がいる。基礎コースか

ら始まり、段階的にコースをレベルアップしていく。リーダーになってからも、子供

達との間でわからないことがあったときには、子供達に“家に帰ってムッレに聞いて

くる”と言って、次の時までに自分で調べて子供達に教えるようにしなければならな

写真-4.7 野外生活推進協会リディンギョ支部 
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い。 

スウェーデンのムッレ活動では、ムッレ教室が 45 年前に設立されたこともあり、す

でに 150 から 200 万人の子どもが参加している。幼稚園や学校のカリキュラムの中に

は NGO の形で浸透しており、特に保育園で実施しているところが多い。リーダーにな

ると教室が開けることから学校の先生たちがリーダーになって自分たちが教育の中で

やっているという例も多く、自分の余暇を利用してやっている人もいるらしい。 

“ムッレ教室”は春と秋に 10 回フィールドでの活動がある。ムッレ教室に参加する

子供たちは毎回 12 名から 15 名で、2 時間くらいの教室である。そのコースで 10 回参

加するとバッジが配られるが、そのバッジを子供たちは非常に誇りに思うそうである。

ムッレ学校の年会費と受講料は、親の組織の方に親が 200 クローネ（約 3,000 円）、子

供達を教室に通わせるのに、一人あたり年に 300 クローネ（約 4,500 円）支払う。これ

にはバッジ代も入っている。活動の資金源として、民間のスポンサーはないが、コミ

ューン（自治体）から青少年活動として助成金が支給される。 

 
写真-4.8 子どもに配られるバッジやワッペン 

 

３）ムッレ教室のフィールドワーク 

我々の訪問に対して、この道 20 年以上のベテランリーダーのシーブ・リンデさんと

ご主人のマグヌス・リンデさんと一緒に森に入って、日ごろ実施されている活動をい

くつか実践していただいた。 

フィールド活動は、木を触ったり、コケを集めたりと、自然の産物を利用して遊ぶ

ものであった。子供達には自然というものを自分の肌で感じさせるようにしていて、

例えば、ハマナスの実を切って種子に毛がいっぱい生えているのをルーペで観察させ

ることで、それがかゆみの原因であるということを子供達は理解する。また、野生の

鹿や鳥がここでハマナスの実を食べて、別の所に飛んで行ってそこで糞をすると、種

子がそちらの方に移っていくということを子供達に教えるそうである。 

 



４章 スウェーデン 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

43 

写真-4.9 ハマナスの実をルーペで観察する 

 

日ごろのいくつかの活動のうち、「ミスター・ブル」という遊びを紹介していただい

た。 

まず、楕円や手の形、四角などいろいろな「こういう風な形」と言うリーダーの掛

け声に対して、子供達がどこからかその形のもの拾ってきて、広げた 2m 四方くらいの

布の上に置くと言う遊びで、落ち葉や木の枝、石ころなどが集められる。こうやって

拾ってくることで、この周りにどういうものがあるかということがわかる。次に子供

の一人が目をつぶるか木の後に隠れて“おに”になり、別の子どもが布の上において

ある中の何かを指差して、それが「ブル」だと決める。そして“おに”が布の上のも

のを眺めて「ブル」を探し、これ

が「ブル」だと何かを指差す。そ

れがあっていれば全員が「ブル」

と言って拍手をするし、違ったら

「それじゃないよ」と言う遊びで

ある。この遊びは、子供達が一杯

いたら全員が“おに”を経験でき

るようにする。また、子供の年齢

によってものの数や種類をかえる。

ものの名前を言って「それじゃな

いよ」って言うことで、遊びなが

らものの名前を覚えていくものである。 

 

“ムッレ学校”の“ムッレ”とは、ミスタチオンと言う人が 1957 年にこの団体のた

めに誕生させた妖精（この団体が著作権を持っている）で、北欧の“トロール”とい

う妖精に似ている。この“ムッレ”というのは、森に住んでいる妖精で、子供たちと

写真-4.10 ゲーム「ミスター・ブル」 
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遊び、歌を歌い、動物の言葉も理解することができるという架空のキャラクターであ

る。“ムッレ学校”では、子供たちには大人が教えるのではなく、“ムッレ”が教えて

くれるのだと教える。例えば、森や自然を汚してはいけないと言うことを“ムッレ”

が言っているから、妖精が言っていることはちゃんと守ろうというようになる。 

団体が出している絵本は、イッツアフロンさんという作家が描いている。森の“ム

ッレ”の友達で、“フィーナ”という名前（フィーナとはきれい、美しいという意味）

の女の子が山岳地域に住んでいる。あと、川では“ラクセ”という名前（ラクセとは

鮭という意味）の男の子が水の中に住んでいる。フィーナはサーミ人、ラップランド

人がつけている民族衣装を思わせる服装をしていて、子供達は行ったことがなくても

物語を通して山岳地域を知り、鮭の皮のべストを着ているラクセが湖沼や河川を掃除

して、川ができる前はこのようになっていたと子供たちに教える。 

さらに、宇宙に住んでいる妖精“ノヴァ”はスキーを履いていて、太陽光線の光路

を通って飛んで来ることができる女の子で、なぜ宇宙や環境を美しくしなければなら

ないのかについて教えてくれる。物語では 4 年前に人間が地球を全部破壊してしまい、

子供達はノヴァと美しいテラ惑星に宇宙船で行って生き延びるということを暗示して

いる。子供達は、お父さんとお母さんに、どうやって地球をきれいにすればこのよう

に住めるんだと言うことを話すことで、地球環境をきれいにすることを学んでいく。 

 

写真-4.11 ムッレ学校の絵本 

ムッレ学校はスウェーデンのほか、ノルウェー、フィンランド、ロシア、ラトビア、

インド、ドイツ、韓国や日本にもある。 



４章 スウェーデン 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

45 

写真-4.12 左がマグヌスさん、右がシーブ・リンデさん

リンデさん達は、日本に 10 年前にこられ、日本でのリーダー養成のシステムを最初

作られている。現在兵庫

に本部があり、高見さん

が代表をされている。日

本には CONE（NPO 法人

自然体験活動推進協議

会）が指導者養成カリキ

ュラムを作って、参加者

を指導者として認定す

るシステムがあるが、こ

のようにストーリー立

てているのは例がない。 
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（３）エコミュージアム 

（Lectured by Mr. Sven-Erik Magnusson） 

１）エコミュージアムの概要 

スウェーデン南東部のクリスチャンスタッドという町にあり、スウェーデンで 3 番

目に大きな川であるヘルゲ川沿いに広がる広大な湿原の中に位置する。ヘルゲ川の源

流は、クリスチャンスタッドから約 200km 上流に、河口は約 8km 下流にある。エコミ

ュージアムと呼ぶプロジェクトは、クリスチャンスタッドの周辺 35km 程度の範囲内で

実施されており、毎年 35,000 人程の訪問者を集める。クリスチャンスタッド市街には

約 30,000 人、周辺部を含めて約 72,000 人が住む。 

写真-4.13 湿原にある運河の水門小屋を展示館としている 

 

周辺には 2 つの湖があり、水深は 1ｍから 1ｍ半と浅い。スウェーデン南東部のこの

地方は、冬でも 0℃以下になることが少なく、それほど雪も降らない。一年のうち、11

月から 12 月に雨が多く、そのためこの頃に河川の水位も上昇する。訪れた時期は夏季

で水深 1ｍに満たないが、冬には 1～1.5ｍくらいになるようである。湿地帯であっても、

夏の頃は牛の放牧を行うためエコノミックであるが、冬には水面下に没し、水面は

3,000ha くらいまでに広がるとのことである。 

ここではウミワシ、コウノトリ、ツルなど珍しい種類の鳥がたくさん確認されてい

る。コウノトリは 1940 年代で絶滅したが、別の場所からつれてきている。また、北に

旅する約 1,000 羽のツルが春に中継地点として利用している。 

この環境が大変貴重なものであると言うことで、レクチャーをしてくれたマグヌソ

ン氏がこのプロジェクトのリーダーになってアウトドアミュージアムを 1989 年に作っ

たようである。このようなエコミュージアムは世界に 25 ヵ所あり、そのうちこのエコ

ミュージアムをはじめとする 13 のエコミュージアムにインフォメーションが設置され

ている。 

エコミュージアムの自然環境は保護されているとはいうものの、流域にある田畑や

牧場からの肥料が雨によってこの川に流れ込むことで環境が脅かされている。この河



４章 スウェーデン 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

47 

川水のリン濃度は非常に高く、これが有毒藻類の増殖を促進し、人や家畜に被害を及

ぼすこともあるという。また、湿地のヨシや木が高く生長することにより、湿地帯を

好む鳥も寄り付かなくなることを懸念していた。 

 
写真-4.14 展示館の中の説明パネル 

 

２）エコミュージアムの活動 

このエコミュージアムには、学校の子供たちが来て、先生が水の中に生息する動物

の観察などの授業を行う。利用者は幼稚園の先生から、大学の教授や研究者まで多様

である。子供達を教える先生には、

エコミュージアムのスタッフが自

然スクールを開催して教えている。 

先生と生徒は自由に来訪するこ

とができ、屋外に置かれた黄色い

箱の中には、先生が使用する教材

や道具が入っている。 

自然スクールのコースは年に 2

回、土曜日に先生達を対象として

無料で開催される。（スタッフは、

週 4 日ダイビングツアーや、いろ

いろな協会等と提携して多様な活動をしているため、一般の人を対象とした自然スク

ールのコースは、主催者の時間的都合により開催されていないそうである。） 自然ス

クールのスタッフは 3 名で、コースには、毎回約 15 人の先生が参加し、内容は多岐に

わたっているが一人の指導者がすべて理解して指導している。このコースは市の援助

により受講料は無料であるが、他の市からの参加者は有料となり、1 回あたり 3,000～

写真-4.15 双眼鏡などの道具が入った箱 
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5,000 クローネが必要である。参加する先生は、土曜日を“スタディ・デイ”として受

講する。そのため、学校が先生のグループを作り、ここで勉強させるようなシステム

になっている。 

写真-4.16 エコミュージアム周辺は整備され、人々の憩いの場となっている 
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調査を終えて 

 
本調査では、北欧諸国において、河川環境に対する市民等と行政の関わりや、水

質の保全に対する取り組みなどに主眼を置いて調査を行いました。 
 
フィンランド・ウーシマ県の地域環境センターにおける“Living Water”環境教

育プロジェクトは、学校教員に対する支援策としてとても興味深いものでした。環

境教育に関するコーディネータが県単位で配置されており、テーマごとに学校教員

と専門家を交えたワークショップを開催し、学校教育現場においてどのように自然

教育・環境教育を行うかについて話し合い、フィールドワークを行うというもので、

センターが全体コーディネーションを支援するというものでした。専門家への交通

費・謝金等もセンターから支払われる（元の予算は自治体等から拠出）というもの

で、学校教員に対する研修も兼ねています。 
日本の総合学習の現場では、先生方が各々試行錯誤して時に地域の市民団体など

を巻き込んだりして取り組んでおられるわけですが、それは、その先生方の個人の

情報収集能力、人脈、熱意に頼るところが少なからずあります。フィンランドのこ

の事例は、日本の総合学習などにも有効な制度だと感じました。 
 
また、スウェーデン・ストックホルムの下水処理施設では、バルト海で発生する

植物プランクトンの種類を、処理施設から放流する栄養塩の濃度で制御していると

聞き、驚きました。バルト海では、夏季に毒性のある藍藻類が発生することが多い

ようで、これを抑制する目的で、春先から窒素濃度の高い処理水を放流し、海水中

の窒素濃度を高くすることで珪藻類を増殖させ、結果、藍藻類が繁殖しにくくして

いるとのことでした。実際にどのような結果が出ているのかなど興味深いところで

すが、さらに詳しい情報は、説明してくださった方は分からないとのことでした。

日本の閉鎖性水域においては、アオコ等の藍藻類が繁殖する事象に対して、流入す

る栄養塩の削減対策をとることが殆どですが、この例のように、意図的に濃度を高

くすることで発生する藻類をコントロールする研究は珍しいのではないかと思いま

す。 
 
最後に、今回の調査では、大変貴重な勉強・経験をさせていただきました。この

ような機会を与えていただいたことに感謝しております。また、訪問した各機関の

方々、企画調整等ご協力いただいた多くの方々に感謝の意を表します。 
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